
 

市民クラブの谷口であります。議長の許可をいただきまして、今から一般質問を始めたい

と思います。 

今回は、市長の政治姿勢。その中で図書館の問題、あるいは住民訴訟と地域振興問題につ

いて、まずお尋ねをいたしますし、同時に、まちづくり、基礎づくり、その中でも、特に歴

史と文化を生かした、まちづくりと基礎づくりについて、市長の見解、あるいは教育委員会

の考えを承りたいと思います。 

その次に、観光と活力のあるまちづくりの中で、地域づくりの問題等もあわせて、お尋ね

をしたい。そして、中心市街地の活性化の問題についても、言及させていただきたいと思い

ます。 

最初に、これ非常に微妙な質問でございますけども、私が市長のブログを見ましたら、大

阪の市長さんの写真と一緒にブログに載ってあります。いつか、維新の問題、自衛隊の問題

等につきましても、いろいろと考え方が、いわゆる選挙の前後でございましたけれども、共

通するのがあるということを、お書きになったか、お聞きになったかということが、私の中

であるんですけども。 

例えば、これは非常に極めて微妙な質問でございますけども。大阪の市長さんが、従軍慰

安婦の問題について、いろいろ発言をされておりますけども、市長は、その点についてです

ね、どういうお考えかかですね、承りたいと思います。 

それから、もう１つのテーマ。これは、一般質問なんですよ。そうすると、次の問題は、

図書館の問題でございますけども。実は図書館ですね、私もすばらしい図書館ができたな、

と非常に喜んでおります。しかし、問題があります。喜ぶ気持ちと同時にですね、一抹の不

安がございます。 

なぜかというと、実は、私は図書館に参りまして、一生懸命ですね、子どもたちが、嬉々

として喜びながら本を読んでいる姿と、もう１つはですね、いわゆる、あそこで喫茶店に行

って、親子で楽しくですね、飲みながら、何かを食べながら、そして談笑しながら本を読ん

でいる姿、本当にこう、何かこう、微笑ましいものを感じましたけども、実は、その横のほ

うで、じーっと１人でですね、その親子の談笑の姿、あるいは本を読む姿を見ている、１人

で来ている子どもの姿を見たときにですね、本当にこれはいかがなものかという感じが、一

番受けました。 

なぜかと言いますと、実は、市長御存じなのかわかりませんけども、あそこに行った市民

の中で、実はすばらしい図書館と言いながら、なおかつですね、千円図書館と、みんな言っ

ている方もいらっしゃる。なぜ千円図書館なのかと。1,000 円なければ、図書館にも行けな

いような状況ですねって、あんまりすばらしくなってという言葉の裏に、何があるかという

をことですね、私はこの議会の中でお話をしたい。 

これは、非常にですね、市政、あるいは市民の生活に関係する重要な問題でございますの



 

で、あえてお尋ねをしておきたいと思います。まず、この点について、お答えをいただきた

い。あるいは、後の問題については、ここに資料を示しながら、お尋ねをしていきたいと思

います。よろしくお願いします。 

◯議長（杉原豊喜君） 

樋渡市長 

○（樋渡市長）〔登壇〕 

本当に下卑た質問、ありがたいと思っております。私は、まず１点目の従軍慰安婦問題に

つきましては、思うところはありますけれども、これを、この場で言うっていうことは、あ

り得ません。それを、一般質問で誘発するような質問というのは、これ市政の一般事務です

からね、本当にね、元議長をされていたんですよね。議長をされていて、これをおっしゃる

っていうことは、僕はちょっと、到底理解ができませんね。これは、また別の機会でね、聞

かれればいいんじゃないかと思いますけども、私はこの件に関して、言うつもりは一切あり

ません。 

図書館ですけど、これね、スターバックスの席が全席だったら、これは、わからんでもな

いんですよ。千円図書館と言われても千年図書館と言われても、これは仕方がないんですけ

れども。まあ、後で必要とあらば、座席数とかは、担当の教育委員会から答えさせますけれ

どもね。本当ごく一部なんですよね、そのスペースの中で。その中で、1,000 円持ってしか、

こう入ってこれないっていうのを、ここの場で言うのは、本当にいいのかどうか。もう、正

直言って、これ営業妨害ですよ。一番、民間企業が嫌がるところの。これを、わざわざね、

一般質問で言うあたりが、もう本当にすばらしいことだというふうに認識をしております。 

そういった中で、市政の一般事務でありますので、ぜひ、この貴重な時間でありますので、

政策論争ができればいいなと、このように思っております。卑下た質問はやめましょう。 

◯議長（杉原豊喜君） 

24 番谷口議員 

◯24 番（谷口攝久君）〔登壇〕 

私は市長とあろうものがですね、あろうものがって言いますがね。そういうふうな答弁を

されるっていうのは、心外でしたね。 

私はですよ、千円図書館って、別におかしな話じゃないんですよ。1,000 円がなけりゃ行

けないと言う市民の方がいらっしゃるということを、どう思うかということで、言っている

わけですよ。 

例えばですよ、では具体的に、最初から行きましょうか。教育長にお尋ねしますけども。

今まで、図書館・歴史資料館に行ったときに、例えばですよ、本当に、一生懸命頑張って、

本読んで、疲れてくると水を飲みたい。自動販売機でジュースを買うほどないから、あそこ

に飲み水の場所はありました。そこに行って水を飲んで、そしてまた、机に戻って勉強して



 

いた。それが、今までの図書館であったわけです。 

ところが、現在はですよ、私は図書館に３回、４回行きました。その後ですね、その都度

お聞きしましたけども、じゃあ、「どこか水を飲むところありませんか」って言ったらですね、

「ちょっと待ってください」と、聞きに行ってもらいました。ところが、「水は置いてません」

と。「無料の水はないんですか」と、聞きましたら、「有料の自動販売機はありますから、そ

こでお飲みになるか――」、その後は言わんでも、わかってるでしょ。「営業しているところ

がありますから、そこに行って飲んでください」っていうことですよ。 

ちょっと、せっかくの機会ですからね、武雄のおいしい水はですよ、大体、ペットボトル

１本、幾らぐらいになるんですか。水道部長、おっしゃってください。 

◯議長（杉原豊喜君） 

筒井水道部長（発言する者あり） 

◯筒井水道部長〔登壇〕 

はい、お答えします。平成 24 年度の供給単価は、１立方メートルあたり 248 円ですので、

これは単純に、500 ミリリットルに換算をいたしますと、１円にもいかない額ということに

なります。 

◯議長（杉原豊喜君） 

24 番谷口議員 

◯24 番（谷口攝久君）〔登壇〕 

水道部長まで、煩わして、申し訳なかったと思いますけども。 

私が申し上げたのはですね、130 円で水を飲まんと、図書館ではですよ、水が飲めないと

いう状況です。 

市役所を顧みて、市役所を見たときのですね、本当にですね、市役所は、例え職員の方々

が、じゃ健康のためにということで、いわゆる健康課の指導もあるし、当然通常の生活の中

でですよ、職員が歯を磨こうといったときにですね、実は洗面所がないから、トイレで歯磨

いて、そして、あまり、隣で用を足してあるとですね、歯を磨きよるもんだから、廊下に出

て歯を磨いて、また健康づくりをして、市民のために頑張ってもらっているわけですよ。１

つの例ですよ、私が申し上げているのは。今ですよ、新しい図書館・資料館に、職員のため

のトイレが、幾つあると思いますか。今まで、５つか４つあったのがですね、１つかに限定

されていると。そういう状況じゃないですか。私があえて言うのはね、市長、あなたはです

よ、水を飲みたいとき、トイレの水を飲みますか。トイレの水を飲みますか、あなた。そう

いう状況の中に、子どもを置いておいてですね、そして、何が、そういう質問は一般質問に

なじまないって――市政の根幹に関するのと同じなんですよ。図書館はどういう立場でそれ

をつくってあるかをね、あえてお尋ねしたいから。我々の中では結構ですよ。答えてくださ

い。 



 

◯議長（杉原豊喜君） 

樋渡市長 

◯樋渡市長〔登壇〕 

でも、本当に最高の質問を、本当にありがたいと思っております。 

まず、職員の対応につきましては、今まで、あまりにも広かった、職員の事務室が。広か

ったので、これを面積的には４分の１まで、落としました。一方で、そこは、私は事務室は

何度か行ってますけれども、水が供給できるスペースはあります。私は、職員も大事です。

大事ですけども、もっと大事なのは、やっぱり寸暇を惜しんでくださる市民が、さらに大事

です。ですので、あくまでも公務員は、パブリックサーバントであるというように、やっぱ

り全員にね、やっぱり市民の皆さんたちに奉仕をするっていうのが、僕は、公務員のあるべ

き姿だと思っていますし、政治家は、それを後押しすべきだと思っております。 

そういった中で、我々とすればね、いろんな問題・課題は、あろうかと思います。思いま

すので、６月の下旬にアンケートを、300 人レベルでのアンケート、これ来館者が中心にな

ろうかと思いますがね。アンケートをとって、そこで多分、いろんな御要望があると思うん

です。いろんな御要望があると思いますので、これについて、修正できるところは、きちん

と修正をしていきたいと、このように考えておりますので。あんまり、これでね、元議長と

もあられる方が、声を荒げるような話ではないというように思っておりますし、冷静に、市

民の福祉の維持向上のために、冷静に、胸襟を開いて、話し合うところじゃないかなという

ふうには思っております。 

一方で、私が伺う市民の声っていうのは、やはり、まだ混んでいるということは、やっぱ

り言われます。土日になると、混んでいるということが言われますけれども、ずっとこの状

態が続くとは、もう到底、やっぱり思えないんですよね。ですので、４月、５月とすると、

５月が若干、やっぱり減っているのかな。ゴールデンウィークがあったにしてもね。ですの

で、それは、どんどん適正な規模になっていって、より市民に近い図書館になるというよう

に思っています。 

いずれにいたしましても、私は少なくとも、総合点をつけるとするならば、私の恥を忍ん

で言いますけれども、前の図書館よりも、今のＣＣＣとともにつくり上げている図書館が、

圧倒的にいいと。これが、多くの市民が、そのように感じてくださっているし、私が、少な

くとも、私を知っている市民から、そのようにおっしゃいます。これは、私も、いろんなと

ころで聞いていますので、それは、私も意を強くしています。ただし、改善すべき点は、改

善をしていくと。それは多聞第一。利用される方々の意見に、真摯に耳を傾けたい、このよ

うに考えております。 

◯議長（杉原豊喜君） 

24 番谷口議員 



 

◯24 番（谷口攝久君）〔登壇〕 

私が申し上げているのは、例えば図書館が、今、新しくできた図書館が、悪いとか、けし

からんとかいう話をしてるわけではないんですよ。私は、すばらしい図書館だと思いますよ。

ただ、問題は、今から指摘する問題が改善されたら、もっとすばらしい図書館になるという

ことを申し上げているわけですよ。 

じゃあ、図書館の委託契約というのは、どういう形でしたのかですね。契約書を提出して

くださいよ。あるいは、いわゆる何と言いますか、指定管理者のときですよ、条件があるは

ずですよ。図書館の施設については、どういうふうな活用をすべきか、ビジョンは、どうい

うビジョンを持って、運営しているかということですけどもね。私が思うのはですよ、何も、

スターバックスのコーヒーが高いとか安いとか、そういう話をしているんじゃないですよ。

そこはそこでいいんですよ。 

でも、問題点がありますよ。問題点から、先に言いましょうかね。褒めるのは、いっぱい

褒めてあげますから。 

言いたいのはですね、例えばですよ、図書館のすばらしい書籍はですね、においを嫌うん

ですよ。 

においを嫌うんですよ。あなた、本読むんでしょ、市長も。 

（「あんた」と呼ぶ者あり） 

あなたと言っているの。市長も、読むんでしょ。あーって、そう言うから。最後まで聞い

てから、言ってくださいよ。 

私が言いたいのは、湿気だけでなくて、そういうにおい、そういうものをですね、書籍は

ですね、感じるんですよ。それが１つ。 

もう１つはですね、今まで図書館にあったのは、子どもたちもですよ、のどが渇いたら、

水飲み場があった。冷たい水を飲みました。本当に今、水道部長が話されたようにですね、

本当にですよ、１円にもあたらないようなペットボトル１杯の水が。だから、指定管理者で、

あの場所の水道料をＣＣＣが払っているのか、スターバックスが払っているのか、あるいは

市が払っているのかについては、明らかにしてもらえればいいんですけども。 

いずれにしてもですね、例えば、家庭用に千何百円かでですね、いわゆる、今の話でペッ

トボトルにするとですよ、２万本。２万本の水が飲めるんですよ、２万本。（発言する者あり）

あなた耳があるでしょ、多聞第一だから。そういうことでございますので、例えば、少数の

家庭の人たちが飲むですね、家庭用の少人数の――５トンですかね。あの半額の金額として

もですよ、１万本ですね、ペットボトルで。500cc で。１万本くらいのですね、水が飲める

んですよ。 

それなら、水道料金の問題ではないんですよ、これは。料金が高いから、あそこに置かな

いのではなくてですね、有料の物を飲んでくださいって、私、２人に聞きましたよ。職員の



 

人はどう言いましたか。「あなたたちは、どうしてるの」と言いました。そしたら、「私たち

は、水筒を持ってきて飲んでいます」と。図書館員は当然ですよね。でも、お客さんはです

よ、子ども達にね、上西山のある家庭の、子どもさんが何人かいらっしゃる家庭のお母さん

が私に、こう言われました。昔は、図書館に行っておいで、それで良かったと。しかし、何

か今度は、お小遣い持たさんと、図書館行けんようになったような感じがします。そういう

話でした。さっきの、千円図書館の話はですよ、高いとか安いんじゃないんですよ。決して

図書館がきれいになったことを批判している言葉ではないんですよ。しかしあそこにいって

婦人会の方々がいって、やはりコーヒーを飲む、あるいは、おいしいものを一口入れる。そ

ういうときにですね、やはり 1,000 円持っていかんと、図書館もいけんようになったねって。

「きれいになったけども、それじゃ千円図書館ね」という話になって、「ほほほほ」という話

題になったと。それは……（「失礼ですね」と呼ぶ者あり）そういうですね――失礼じゃない

ですよ。 

〔市長「失礼だよ」〕 

そういうことを、婦人会がですね、老人クラブのときに、踊りに行ったグループの中で、

そういう話が出たことをですね、私は一昨日、聞いてきましたので、あえて付け加えて申し

上げているわけですよ。私が言うのは、なぜかというとですね、例えば、本当に利用する人

がですね一生懸命、すばらしい図書館というなら、やはりそういう方々も一緒になって、楽

しめるような、喜べるような図書館にしてほしいという気持ちから私は申し上げているわけ

ですよ。できますか、できませんか、水を飲む場所をつくるのが。 

◯議長（杉原豊喜君） 

樋渡市長 

◯樋渡市長〔登壇〕 

問題質問に、一つ一つ、丁寧に答えるのもいかがなものかなと思いますけれども、ここは、

ちょっとね、感情を殺して、ちゃんと答えたいと思います。私の前には、５万 1,000 人の市

民がいらっしゃると思いまして、そこは丁寧にお答えしたいと思います。 

まず、においの件で、いろんな暴論が出てまいりましたけれども、これ――例えば、にお

いといったときに、例えばスターバックスのことを指しておっしゃられていると思うんです

けれども。一番スターバックスに近いのは、蔦屋書店の本であります。しかも、そこが、に

おいをどこまで遮へいできるかは別にしても、高い棚が、料理、旅行、人文というふうにあ

りまして、そこの１番スターバックスに近い部分っていうのは、すべて売り本であります。 

図書館の本っていうのは、その奥に、奥に、行っているものでありますので、においで落

ちるということについては――それよりも光なんですよね。 

今までは、本当にこれは私の不徳の致すところなんですけれども、今度、全部ＬＥＤに切

り替えました。ＬＥＤに切り替えて、かなり我々の目にも、皮膚にも、あるいは本にも優し



 

いように、色も色調も変えて、しております。今までは、本当に蛍光灯の明るい光をこう照

射していましたので、よっぽどにおいより、昔のほうが問題であります。これは教育委員会

と私に責任があります。予算を計上してるという意味では、私にも責任があります。教育委

員会にも責任があります。 

そういった中で、何を比較するかっていうことに関して言うと、２点あって、１つは過去

と比べてどうなんだっていう時系列的な比較の方法と、もう１つは、他の図書館と比べて。

全国には 3,300 図書館があり、武雄市図書館は、ちょうどその中堅クラスであります。面積

も蔵書数も。ですので、そこと比べてどうなんだというような、複合的な思考が必要だろう

というように思っております。 

水道の飲み場は、議員はよく興奮しておっしゃいますけれども、一旦水に流しましょう。

これこそが――アンケート、今度来館者のね、アンケートをとるということを、私はここで

明言してますので、そこで真摯に承ってまいりたいと思っていますので、我々が水かけ論争

をするのは、もうそれはあんまりよくないというふうに思っています。あくまでも、市民の

皆様方がどう感じるか、どう考えるか、これを多聞第一で、してまいりたいと思っておりま

す。 

それとね、これは失礼だと思いますよ。婦人会がね、千円図書館と言ったと。婦人会の皆

さんは、みんな怒っていると思いますよ。だから、そういうレッテル貼りはやめましょうよ。

もう本当にそれは古い。なんて言うんですかね、古くていいものもありますけれども、そう

いうふうに婦人会の方がおっしゃったっていうことになると、そりゃみんな、上野議員さん

だって怒っていますよ。だから、そういうふうに人のせいにしないということですよ。ここ

で話すということは、政治家がやっぱり自分の責任としてしゃべると――もとい、きちんと

話をすると。政治家は、英語でいうとステイツマンです。自分の主義主張を堂々と述べる場

であります。ですので、それを婦人会の人が言ったとか、そういう瑣末な話はやめましょう。

その意見が合致しているんであれば、あなたの意見として言えばいいだけの話だと僕は思い

ます。 

ですので、ほんとに千円図書館というのは、本当に無礼な、失礼な話だと思います。やは

り一般の方々がそれを言うっていうのは、それはいいです。それはいい。ですが、政治家が

一般質問の場でね、しかもそれを引用する形で言うというと、私は下の下だと、このように

思っております。 

○議長（杉原豊喜君） 

24 番谷口議員 

○24 番（谷口攝久君）〔登壇〕 

下の下は、ゲゲゲのゲ太郎じゃないですけどね。私があえて言いたいのはですよ、私はで

すね、婦人会がそう言ったけんどうって言っているんじゃないんですよ。勘違いしちゃいか



 

んよ。私が申し上げているのはね、例えば、そういう意見があったことを私聞いたから、1,000

円でも持っていかんといけんように立派になったということと、お金もかかるということを

言っている。当然、市民の方がおっしゃってるのを、私がですよ、否定してるわけじゃない

んですから、ここで紹介しているだけの話ですよ。それを、なんかいかにも品のない質問を

するようにおっしゃるけども、あなたの答弁のほうがよっぽど失礼ですよ。 

ただ、次に移りましょう。もう１つは大事なのはですよ、水の問題もそうなんですよ。な

んか、アンケートとらんとですよ、対応できん、今までしとったんじゃないですか。今まで、

武雄市の図書館・資料館では、ほんとに喉が渇いたときは飲める水はあったんですよ。それ

を、スペースの関係かどうか知らんけど、なくしてしまう。教育委員会にも責任があります

て、そういうこと言うのはおかしいわけですよ。だから、そういうのは謙虚に――それはい

ろいろと考えてみましょう、検討しましょう。できんのはできんと言っていいですよ。そう

されたら、また私質問するだけです、このときに。そういうことなんですよ。 

私は決して、市民の方がこう言うたけんということを、自分の話を正当づけるために言っ

たんじゃないですよ。そんな卑怯なことしませんよ、私は。だから、私が申しあげるのはね、

いつも謙虚に聞いて、それが、いい顔できないならできないと言ったらいいじゃないですか。

そこを私は申し上げたいわけですよ。 

次に移りたいと思いますけれども、例えばですよ、先ほども少し言及しましたけども、図

書館・資料館のいわゆる業務委託契約したときにですね、契約の内容の中にですよ、子ども

の健康とか、子ども――図書館を利用する人の大変なことはどうしなさいとか、どうするん

だとかいうことは書いているんですか。飲み水は撤去しなさいとか、そういうことは書いて

あるんですか。そこら辺について、ちょっと契約書を見せてほしいと思います。 

○議長（杉原豊喜君） 

浦郷教育長 

○浦郷教育長〔登壇〕 

契約書につきましては、後で部長が答えます。 

その前に、先ほどの問題のつながりでですね――黒岩議員のときに出させてもらったんで

すが、非常に全国が注目しておりますのはですね、これまでの図書館にない取り組みという

ことの大事さということが、注目を集めていることだと思うんですね。そういう意味で、市

長の話にありましたように、いろんな課題が生じるのは当然だと思っております。今４月か

ら進めてまいりましてですね、まずは、来られた方が安全面で大丈夫なのかと、そういう面

を中心にしてきたように思います。 

    〔24 番「安全面」〕 

階段があったりしますしですね、段差が心配ないかなとか、駐車場からどうかなと。そう

いう面をまずやってきたように思います。 



 

そういう意味でですね、これだけの改革をしておりますので、まだまだいろんな課題があ

ることは承知しておりますけれども、その課題にこれからですね、それぞれまた対応してい

きたい。その辺は、御理解いただきたいというふうに思います。 

○議長（杉原豊喜君） 

樋渡市長 

○樋渡市長〔登壇〕 

教育長の答弁に補足をしたいと思います。 

先ほどの水の話であるんですけれども、これ再三答弁をいたしていますとおり、まず市民

の――利用者の皆さんたちの意見を聞こうということを言っております。ここで、私ができ

る、できないと言うことは、それは権限上言えますよ。言えますが、それはね、市民が求め

ることじゃないんですよ。やっぱり、自分たちの意見を聞いて、その上で総合判断をすると

いうことでありますので、およそなんかここで、イエスかノーか迫られるというのは、非常

に不愉快であります。ですので、私は再三言っておりますけれども、多聞第一。市民の意見

をまず聞いた上でね、そこはきちんと判断をしていくということになろうかと思います。 

○議長（杉原豊喜君） 

24 番谷口議員 

○24 番（谷口攝久君）〔登壇〕 

（モニター使用）今までなかったのをですよ、なしてつくらんかっていうことじゃないん

ですよ。せっかく子どもたちも、あるいは行った人が、みんながですよ、図書館でやはり何

も飲めないときは水を飲んで、そして、また頑張ってやっていくと。そこにですね、もう１

つ考えてみてくださいよ。 

今ね、熱中症という問題が出ています、熱中症の問題が。そのときですよ、室内で熱中症

になる人は、40％とか出てましたね。パーセント、数字がちょっとはっきり私は記憶がない

んですよ。40％近くあった。外で熱中症だけじゃなくて、家の中で勉強していても、あるい

は本を読んでいてもですね――熱中症になる可能性があるわけです。そういう、いわば今か

らその季節になるわけですよ。今までは、とにかくオープンからこれまでは何となく春先で

すから、とりあえず水を我慢して、じーっとね、人の飲んでいるのを、食べているのをじー

っとうらやましそうに子どもたちは見ているだけで済んだんですけど、それが済まんのです

よ。熱中症にかかる可能性が出てくるわけですよ。健康上のことからもですね、多聞第一と

言いながら――あなたが何でも皆さんにはかった上で決めてる方なら、こんな言い方しませ

んよ。 

飲み水の、水道の蛇口を１つ付けるのが何でおかしいですか。それじゃ、全部アンケート

で知らにゃいかんならですよ、市民のそういう声も、やっぱり――アンケートとるまでもな

く聞いてやらにゃいかんのじゃないですか。そう思いますよ。 



 

それから次に移りますけども、武雄市の図書館・歴史資料館の設置条例。私も一応手に持

っております。前のものがありますから。図書館・歴史資料館の管理、運営に関する協定書

も見ました。その中でですね、実は、これ見てください。図書館の看板、ここにありますけ

ども、もう１つありましたね。これは歴史資料館がどこにあるかって、見てくださいよ。こ

の大きさ、これ実物大ですけどもね、こうして見て――これくらいですよ。これ、比べてく

ださいよ。図書館・歴史資料館は並列だったんですよ。それをいつの間にかね、どっか行っ

て。歴史資料館はどこに看板があるんですかと言われて、慌ててくっつけたような感じです。

あそこはなかったんですから、昔はね。その横に水飲み場があったわけですよ。 

もう１つ、見ましょうかね、もう１つ、ほら見てください。武雄市図書館とだけ書いてあ

りますよ。歴史資料館はどこ行ったんですか。（「正面玄関の右側にある」と呼ぶ者あり）今、

出たでしょうが。（「違います」と呼ぶ者あり）こんな大きいのがありますか。これ今私が質

問しています。（発言する者あり） 

私が申し上げたいのはね、それほど、さように歴史資料館というものが、どんなして私た

ち市民の中で、大事にされてきたかということを見てほしいんですよ。さっき、市長は、照

度の問題、においよりも、そういう書籍についてとか、それについては照明の問題が大事だ

とおっしゃいました。それも図書館を民間に委託するときは、移してあったね。歴史資料館

にいたら、なんか薄暗くて、そういう言い方しかされんじゃなかったですか、市長は。覚え

てらっしゃるでしょ、あなたのことだから。 

だから私が思うのはね、とにかくですよ、多聞第一であればですね、そういう照度の問題

とか、そういう歴史的なもの、資料を、大事にせないかんものをですね、本当に大事にする

気持ちがあるならば、そういう気持ちを生かした図書館づくりをしてほしい、という気があ

ったんですよ。ところが、途中で、歴史資料館がいつの間にかですね、歴史資料館そのもの

をいわゆる指定管理の管轄の中に入れてしまったような感じになってますので、もし、私の

判断が間違いであれば、教育長、指摘してください。 

現在ですよ、図書館・歴史資料館に対するものの考え方をですね、それじゃ、図書館の歴

史はもちろん、ＣＣＣがですよ、大事にしてないとは言いませんよ。一生懸命やってもらっ

ています。それについては、何も言いません。しかし、大事なことはですね、本当にそのＣ

ＣＣ、運営をする人のものの考え方がですね、例えば図書館についての考え方が、教育的な

配慮、そしてまた、それに対する繊細なお気持ちがあられるかどうかについてはですね、委

託するときに、本当は気になることなんですよ。 

私はですね、ちょっと――市長の、得意満面という表現ではおかしいですね。いいお顔を

ですよね。市報に載っていました。その中でですよ、本当に指定管理をお願いした、ＣＣＣ

の本当にすばらしいですよ、本当に、もう一緒ですけれども、その中で、市長との対話の中

で書いてあることがですよ、私はちょっと気になったんですよ。私はなんかね――頭の構造



 

がですね、市長ほどないものですから、そういう見方しかできなかったのか、わかりません

けれどもね。こう書いてありますね。ちょっと、眼鏡をかけさせてください。 

市長がですね、武雄市の新しい図書館が、１つのロールモデルになればいいと思いますと。

その言葉の後ろにあるのはですね、あることが１行ありまして。とにかくね、たくさんの人

が来てくれる場所にしたいと。それもわかりますよね。だけど、その言葉の中に１つ気にな

ったのは、それも、一流の人のみ来てほしい、という私は読み方をしました。どういうこと

でしょうか。そういうお方に、図書館を委託したということになるわけですかね。私はＣＣ

Ｃの今までの――それから、ＴＳＵＴＡＹＡの、あそこの武雄の今まである店も行きますよ。

本当にすばらしいですよ、本も充実してますから。活用してますよ。決して、何もしないう

ちから否定したりする、そういう気持ちは毛頭ありません。でもやはり、せっかくなら子ど

ものこと。例えば、水飲み場――ＣＣＣのほうがむしろね、何で、子どもの水飲み場をつく

っちゃいかんのですかと言わにゃいかんとよ、僕らに言うと。それくらいにですね、実は考

えている方が、こういう、一流の人が来てもらう図書館にしたい。じゃあ、一流じゃない人、

あんまり、期待されてないんじゃないかと。言葉の綾ですけどもね。そういうふうに思うん

ですけど、それについては、どうなんですか。 

これ、見せていいですよ。同じ土俵でやらにゃいかん。 

（発言する者あり） （「言葉の綾ぐらいで…」と呼ぶ者あり） 

綾て言えんもんね。市報でみんなに配っとって…… 

〔市長「大丈夫ですよ」〕 

◯議長（杉原豊喜君） 

 樋渡市長 

○樋渡市長〔登壇〕 

まず、本答弁に入ります前に、水道の話なんですけれども。今ね見ていると、結構水筒を

皆さんお持ちになっておられます。これは子どもたちも水筒を持ってきてて、それを飲むの

は自由ですので。そこでもしね、もうかなり暑い状態になっています。そこで何らかの問題、

課題があればね、迅速に対応するし、その可能性が高いということであればね、それは水を

置きますけれども、いまだにそういう話もありませんし、そういう可能性が出てきてるとも

思えないというのは、かなりやっぱり水筒をお持ちの方々がお越しであると。結構、家族連

れもそうです。 

それと、１回例えば土日なんかは、子どもたちがこう１人あるいは複数で来てますけれど

も、私の甥とか姪とかも、水筒を持って行っています。ですので、我々、大人が心配するよ

うなレベルではないと、いうことを私自身思っております。ただし、これは私の自己認識で

ありますので、これこそがちゃんと意見を聞こうよ、と。ひとりよがりにならずにね、ちゃ

んとアンケートを聞こうよ、ということを思っております。 



 

そして、歴史資料館ですけれども、武雄市図書館に、ああいうふうにこう掲げようとした

のは、最終的には私の判断であります。それはやっぱり、こう短いほうがいい。やはり、武

雄市図書館・歴史資料館というのは、条例上はそのとおりであり、条例上はこれはね、並列

しているということは、正しい言い方なんですけれども。ただし、私は図書館は、やっぱり

歴史資料に関してもきっかけだというふうに思っておりますので、それは私はサインとして

ね、サインとして、武雄市図書館というのを全面に掲げたと。しかし、これについてはね、

入って、先ほどちょっと議員が見していただいたのは奥のほうですよね。今、手前の右側の

ほうに、武雄市図書館・歴史資料館という、玄関のところにきちんと対処しておりますので、

それは――私たちの思いというものは、もともと歴史資料というのを大切にされた方々への

尊敬の意を込めてね、そういうふうにしている次第であります。本当に私がないがしろにし

ている、あるいは議会がこれをないがしろにしている、ということであればね、条例で改正

しよう、ということにもなりかねませんので。それはね、そういうことは毛頭思っておりま

せん。 

ただし、先ほど申し上げたように、やはりこう来ていただくときに、文字がいっぱいある、

ということはあり得ません。ですので、武雄市立図書館にするのか、武雄市図書館にするの

かということでも、相当悩みましたけれども、やはり来ていただく、やっぱり来ていただか

ないと、どんなにいいものをしててもね、それはやっぱりもういいや、というふうになりま

すので、それはぜひ御理解していただければありがたいと思っております。 

一流の人が――のところではですね、これ、増田さんが言っていますね、僕じゃなくて。

「樋渡、ぜひお越しください。地方には知の集合点、結節点があり――があまりありません。

武雄市の新しい図書館が、１つのロールモデルになればいいと思います」と、増田社長がお

っしゃっていて、本当に卑怯だと思いますよ。私が言ったかのようにね、こういうふうに言

うっていうのは…… 

〔24 番「そういうふうには言ってないよ、私」〕 

本当に、危ない危ない、危ないです。武雄市議会は怖い。ですので、これは社長が、私は

そこにいましたので、社長のおっしゃることは明確に覚えてるんですけれども、たくさんの

人が来たくなるような場所にしたい。しかも、前のところにもあるんですけれども、外から

こう来てほしいということがきてますので、それは全市民がお越しいただいた上でね、たく

さんの外から一流の人が来てほしいなと。そういう方々が、ということはたくさんの人、あ

るいは一流の人たちを足し合わせた上で、集う図書館になってほしいですということであり

ますので。これは何らおかしなことはおっしゃっていないと、いうことは思っております。

本当にここは危ないところだなというふうに認識をしました。 

◯議長（杉原豊喜君） 

 24 番谷口議員 



 

○24 番（谷口攝久君）〔登壇〕 

それ返してもらえますか。 

〔市長「どうもすいません、ありがとうございました」〕 

いいえ、どういたしまして。 

私もですね、市長にそういう失礼な話はせんのですよ。あなたが一流の人だけ来てくださ

い、と言っているとは何も言っていないんですよ。 

〔市長「言ったよ」〕 

私が言ったのはね……（発言する者あり）あなたが言った後にですよ、そういう方にどう

して貸したんですか、という話をしたんですよ。文脈でわかるじゃないですか。 

〔市長「嘘言うぎいかんばい」〕 （発言する者あり） 

何が嘘ですか。市長の質問の中で、――そういうね、まあ、空気はのらんのですよ、それ

には文字やないと。私が言うのは、どういうところに貸したかという文脈の中で話をしてい

るわけですから。市長がね、一流の人だけに貸すとか、出て来てくださいとか言ったと言っ

ていないですよ。どういう方に貸したんですかという話をしているわけですよ。（発言する者

あり）そしたら聞き方の問題です、私に言わせたら。（発言する者あり）そこでね、私が言い

たいのは……（発言する者あり） 

◯議長（杉原豊喜君） 

 静かに。 

○24 番（谷口攝久君）（続） 

よろしいですか。私がそういうふうに言いたいのはですね、とにかく、まだ非常に問題が

あるとですよ。例えばですよ、今の図書館・資料館の運営の問題ですけれども、あそこに行

くとですね、ここにちょっと入れてませんけど、ちょっと待ってくださいね。中のことはあ

ったですね。これは後の問題ですね。――これは後で使いますから。 

あそこに行ったときですね、入り口に手洗いがないと――手を洗うところが。実はですよ、

今までの図書館は、物を食べたらいかん、飲みながらとか、食べながら本を読んじゃいけま

せん、と書いてあるんですよ。そういうのが、図書館の利用の方法でした。 

ところが、今回はですね、あそこにずっと、何枚も貼ってありましたけどね。要するに、

自分のその机が――どの本でも自由に持って行ってもらって、そして――席に行って、それ

から、食事をする場所、食べ物の場所、食べる場所、そういうところにも持って行っていい

ということを書いて、わざわざいっぱい下げてあるとですよ。それではですよ、今までの図

書館の指導の方法と、全く、図書館の運営の方法とは違うんじゃないですか。だから――教

育委員会としてはですよ、委託契約するときに、どんどん飲み食いしながらでもいいですよ、

って、住民のためにしなさいと。それが新しい方法だということをですよ、審査にかけて、

論議をした上で委託をしたわけですか、そんなら。そういう話になってくるわけで、考え方



 

ですよ、これが。貼ってあるんですよ。市長、ごらんになったでしょ、何回も行かれたんだ

から。どうですか、その点。 

○議長（杉原豊喜君） 

古賀教育部長 

○古賀教育部長〔登壇〕 

新しい図書館の構想を発表して、９つの市民価値をということで、御説明を申し上げまし

た。この中で、飲食をしながらということも、お話しをしてきたつもりでございます。これ

につきまして、最終的にそういった市民価値を共有できると、実現できる会社としてＣＣＣ

という会社と指定管理の契約を結びたいということで、昨年の７月 18 日に臨時議会において、

市議会で議決をいただいたというところでございまして、それを受けまして、８月には、先

ほど議員言われたとおりですね、協定書を武雄市とＣＣＣとの間で結んで、新しい図書館と

して、今年の４月１日から生まれ変わるということで、お話をしてきたところでございます

ので、これにつきましては、議員も御承知のことかというふうに思っております。 

〔市長「議長」〕 

〔24 番「今の答弁、先に忘れんうちに言います」〕 

◯議長（杉原豊喜君） 

補足答弁ですので。 

樋渡市長 

◯樋渡市長〔登壇〕 

そういう、審査ということをおっしゃたんですけども、これは、もとより審査するような

内容ではありません。これは、こういうふうに図書館にするということを言って、ＣＣＣと

協議をした上で、先ほど部長から答弁があったように、例えば、一般質問であるとか、例え

ば、議案審議であるとか、さまざまなところで、こういうふうに飲食ができて本が読めると

いうことを申し伝えていますので、そういう意味でいうと、これを抜き打ちでやったとかい

うことであればね、もともとの図書館は飲食禁止のところが多うございますので、それは問

題かと思いますけれども、もともと私は、去年５月４日の記者会見のとき、そして、さまざ

まな議会、取材、ずっと一貫して同じことを言っております。 

ただし、これが正しいかどうかということにつきましては、やはり議会での御指摘――こ

れは、市民の代表者でありますので、議会での御指摘であるとか、あるいはアンケートであ

るとか、さまざまな皆さんたちの意見を真摯に聞く必要があるだろうということは思ってお

ります。これも議会でも、記者会見の場でも申し上げましたけれども、やはりアンケートは

しっかりとって、修正すべきところは修正しますけれども、こういう施設というのは、１年

後が１つの鍵なんですね。やはりオペレーションに慣れていない部分があります。スターバ

ックスの席の問題とかでもね、いろんな御批判を賜りました。これは、正当な御批判も多分



 

にありました。多聞第一です。ですので、ただしそれは、よりよくなる方向に変えていくと

いうことからすればね、１年経ったときに、どういうふうに変わっているんだろうというこ

とが僕は大事だと思っていますので、ぜひ、議員にもそういう御理解をしていただければあ

りがたいと思っていますし、水道水をつけなさいとか、そういう強い言葉はあまり言わない

ほうがいいと思います。それよりも、市民の皆さんたちが、利用者の皆さんたちがどういう

ふうに思うか。そして少なくとも、再三繰り返しになりますけれども、今水筒を持って来ら

れている状況でもありますし、私もいろんなところで聞かれたときには、ぜひ水筒を持って

きてくださいねということを申し上げたい。 

そして我々とすると、なるべく、図書館のスペースをきちんと拡張したいということで、

実はあの図書館、４割、稼働面積を増やしているんですよ。ですので、蔵書もそう、可動面

積もそう。ですので、そういう意味で、市民に近い――今まで、市民に僕は縁遠かったと思

います。たった２割しか行かないような図書館というのは、図書館としての体をなしていな

いと思っていますので。これは読売新聞の先週の、これは大きく取り扱われましたけども、

私は図書館の大衆化が必要だと思っていますし、歴史資料館も、来てもらえなければ、やは

りそれは、私は意味がほとんどないと思っていますので、基本的に見てもらうようにね、そ

ういう施策をしていく必要があるだろうというように思っております。それと、保存の問題

はまた別です。見てもらうことと保存は別ですので、それは機会があれば、またしっかり答

えていきたいなと、このように考えております。 

◯議長（杉原豊喜君） 

24 番谷口議員 

◯24 番（谷口攝久君）〔登壇〕 

（モニター使用）だんだん噛み合ってきたような感じがしますから、続けます。 

実はですね、これで市長の答弁の中で、漏れてる部分がありますね。というのはなぜかと

いうと、今図書館に――もちろん皆さん、いつも行ってらっしゃるからおわかりですけども、

どこの本棚、どの本でもいい。持って行って、自分のとこでいいということですけども、飲

み食いする場所でもいいわけですね。そういうことになっていますから。そうなると、問題

が２つあります。 

１つは、衛生上の問題ですね。本を読むときに、ページをめくるんですね。あるいは、指

につけた人が多いです、ほとんどね。そういったとき、つい指先をなめて開いてみたりする

ことも、ないっちゃーないですね。そういったときに、衛生上の問題。本をですよ。しかも

ですね、いわゆる非常に貴重な書籍もありますよ。それでもやっぱり――あそこの場所へ、

読む場所というか、閉架とかおかしいですけれども、鍵、ドアの中に入れている書籍もあり

ます。一定のね。そういうときに、そういう本も、何でもかんでもそういう形で、自由に―

―それでは例えば、持って行ってそこの場所で借りたら、出してもらったら、他の場所で読



 

んでもいいわけですから。今のシステムはですね。そうなったとき、本当に誰が触ったかわ

からん、誰がどういう手で――最初、冒頭で言ったじゃないですか。手を洗う物を入り口に

設置して、手を洗って図書館に入ってください。おかしいことは何もないわけですよ。 

そうしてですね、どんな本でも、借りてまた入れてっていいわけですけども、少なくとも、

ＣＣＣの売り場の本は汚れても破けても、例えばですが、版元に返してやればいいわけです

けども、市民が寄付した本、そしてまたみんなで、市民の皆さんのお金で買った図書館の―

―とにかく 18 万冊ですかね、武雄市の図書館にあるわけでしょう、あるということでしたね。

２万冊が、ＴＳＵＴＡＹＡが補強してある本であるとすれば、例えば十何万冊かの本は、み

んな市民の貴重な財産なんですよ。それを自由に持って、見るのはいいですよ。勉強するん

だから。それを汚れた手で、ものを食べた手で、そういうものでめくってしたんではですね

本当にですよ――笑っている職員いますけどね、笑い事じゃないんですよ。そういうことを

きちんと考えていくのも、図書館の運営なんじゃないかという気がするんですよ。 

私、図書館大好きですよ、本当に。行けるときは、努めて行っています。そして、今、頑

張っているＣＣＣのお嬢さん方には、「ごくろうさん」と必ず声を掛けて私は行っていますよ。

そういう気持ちがありますよ。だから、なおのこと、自分たちの図書館、みんなの図書館を

大事にせんといかんという気持ちで、あえて申し上げているわけですよ。そんな、どの棚か

ら借りてもいい、どの本を読んでもいいと。ものを食べながら読んでもいい、飲みながら読

んでもいいというのであればね、それなら手を洗った上で入ってくださいということが、な

んでおかしいことなんですかね。私は信じられんわけですよ。そしたら、みんなの図書館が、

きれいに清潔に、そして、お互い手を洗って読んでおれば、その後入った人だって、ページ

をめくってもおかしくないわけですよ。そういうものが大事なんですよ。お金が一銭もいる

わけではないんですよ。そういうところをです――なんで笑っているんですか、あんたは。

今、命がけで話しているんですよ、私たちも。自分の名誉をかけて話をしているんですよ。

そういうときはどうなんですかということを申し上げているわけですよ。教育長どうですか。 

◯議長（杉原豊喜君） 

樋渡市長 

◯樋渡市長〔登壇〕 

今までしてないのにね、ここで言うっていうのは、どういうことなんでしょうか。前の図

書館が、例えば多くの図書館が、水洗所というんですか――水洗所じゃない、手洗い場か。

手洗い場がありましたよね。そこで、ちゃんと手を洗って、石けんでして、行くということ

であれば、それはそうかなということは思わないんですけど。ちょっとこれね、僕は卑怯だ

と思いますよ。一般質問というのは、発言は自由なんですけれども、これ判断されるのは市

民の皆さんなので、僕はこれ以上は言いませんけれども、私は少なくとも、私が受けたとす

ると、およそ論外です、論外。その中であえて申し上げますとね、これで２カ月間、図書館



 

という形で稼働していますけれども、一度たりとも、そういう議員の御指摘のような問題は

起きておりません。やはり武雄市民並びに、武雄市の図書館を使ってくださる方は、あなた

が思うような下卑た人はおりません。 

〔24 番「何とおっしゃったんです、今。下卑た。ああ、そうですか」〕 

はい。下卑た人はおりませんので、そういう中では、私は一定の信頼をしております。利

用者の方、武雄市民の方というのは、一定の信頼をしております。そこで、何はともあれ、

なんちゅうんですかね、ちょっとどうかなというふうにやっぱり思うんですが、ただこれは、

多くの市民の皆さんたちも聞かれていますのでね、具体的にこういう問題が生じるのではな

いかと、しかも、こういう話というのがあったのかということが、私は質問の主軸に添えら

れるべきだと思っておりますので、ぜひ、そこは議員の、本当の最高の議長という位も勤め

た方ですので、それは、よくおわかりかと思いますので、ぜひ大所高所から、私どもを御指

導していただければありがたいと、このように思っております。 

◯議長（杉原豊喜君） 

24 番谷口議員 

◯24 番（谷口攝久君）〔登壇〕 

武雄市議会の名誉にかけて、下卑たという言葉は撤回してほしい。何も下卑たような話で

はないんですよ。私がいうのは、手を洗う場所をつくってもらえれば、例えば、みんなが利

用しやすいのではないかということを申し上げているわけですよ。今までの図書館がしなか

ったから、今言うというとおかしいというのは、それはおかしいわけですよ。そういうこと

言うほうがおかしいんですよ。今の図書館が決まったら、どういう形の中で生かしていくか

ということを、提言の１つとして申し上げているわけですよ。そうされたらどうですかと言

ってるわけですよ。 

そしてまたね、今までは、どんな本を持っていってもいいということは書いてなかったん

ですよ。飲み食いもしていいということじゃなかったわけですよ、今までの図書館は。だか

ら、前の図書館と、今とを一緒にしてですよ、それを下卑た言い方とかね、いかにもそうい

う言い方するのは、市長らしくないですな。本当。私はね、そりゃ 26 人のうちの１人にしか

すぎませんけども、それでも、私も市民から選ばれた人間ですよ。だから、市長だってね、

そこらはおおらかにさ、大事なことは大事なことだと、承りましたと、検討させてください

と、それでいいんじゃないですか。それをいかにも、一つ一つ反論するからもったいない。

まだいっぱいあるんですよ、質問しなきゃいかんことが。ですからね、そこらについてはで

すよ、議長、そこは訂正させてもらわんと、名誉毀損ですよ。失礼ですよ。 

◯議長（杉原豊喜君） 

樋渡市長 

◯樋渡市長〔登壇〕 



 

正確にお聞き願いたいと思うんですよ。僕は、下卑た質問なんて、一言も言っていません

よ。こういう下卑た人は来ませんというふうに言っていますので、それを布教するかのよう

にね、附会するかのごとくね、付け加えさせると、いつもの常套手段かもと思いますけれど

も、それは厳に差し控えていただきたいと思いますね。 

私はやっぱり市民の皆さんたちの声が第一でありますので、いかに、あなたが元議長だか

らといって、僕はリップサービスをするというのはありません。やはり市民の皆さんたちが、

本当に切実として望む、あるいは社会的に必要だというふうに判断をした場合には、議会と

真摯に相談をしたいと、このように思っております。何も特定の議員が言って、それで検討

しますとかというのは、私は言ったことがありません。やはりいいのはいい、悪いのは悪い。

そして、最終的な判断は、市民が下すものだと思っていますし、その究極的な姿が、僕は選

挙だと思っていますので、その姿勢については毛頭変えるつもりはございません。ただし、

議論は大事であります。地方の最大の悪は無関心であります。こうやって議論が巻き起こる

こと自体については、図書館で普通、議論なんかならないわけですよ。でもそうやって議論

を起こそう、起こそうとされているお姿に対しては、本当にこれは、心より敬意を表したい

と、このように考えております。大所高所からぜひお導きいただければありがたいと、かよ

うに考えております。 

◯議長（杉原豊喜君） 

24 番谷口議員 

◯24 番（谷口攝久君）〔登壇〕 

こういう論議だけで時間をつぶしたくないから、次に移りたいと思いますけども。 

議会の名誉にかけて、私が下卑た発言をしたとかね、そういう言い方、私、議事録を精査

して聞かせてほしいですよ。もしね、私がその下卑たような――そういうことで、私がそう

いう態度で市長に言っているのならね、それは私は、お詫びしたり、取り消しもしますよ。

ですけどもね、一市の代表ともある人が、そういうことを――あなただけが市民の代表じゃ

ないんですよ。ここにいらっしゃるみんなも市民の代表なんですよ。ですから、その点につ

いては、それこそまさに虚心坦懐といいますかね、本当に心を開いて論議をすべきじゃない

ですか。 

私はあえて、どんなに、みんなが言いにくいと思っても、はっきり私は申し上げて、あえ

て何で言うかというと、若い人たちはそれぞれいろんな意見があるでしょうけども、私はあ

えて、自分を捨ててでも、はっきり言うのは言わないかんという気持ちで申し上げているわ

けですよ。ですからね、こういうことは私、中途半端な引っ込み嫌ですから。もし私が、そ

ういう失礼なことであればいいんですけど、下卑たうんぬんという話については、議事録を

精査した上でしてください。（「精査せんでも、ちゃんと言うたやろ。そういう人は来ません

って」と呼ぶ者あり） （発言する者あり） （「進行、進行」と呼ぶ者あり） 



 

◯24 番（谷口攝久君）（続） 

私が進めるとよ、質問してるのは……（発言する者あり）なんですか。私が言うとは本当

と思いますよ。 

◯議長（杉原豊喜君） 

さっきの市長の発言ですか。そういう下卑た人は来ませんよとしか市長は発言しておられ

ません。（発言する者あり）それは、谷口議員、確認しております。下卑た人は来ませんと、

そういう発言でした。質問を続けてください。 

◯24 番（谷口攝久君）（続） 

今、議長がおっしゃったから、あえてはそれ言いませんけれどね、文脈の中では、私はそ

う受けとめました。ですけども、それそういうことであっても、下卑た人は来ないといって

も、やはり手を洗った上で入ればね、私は――私が言ったのはね、そういうふうに、たとえ

いろんな人が本を読んで、ものを食べたりしても、それ以上はちょっと深刻な気持ちになら

んでも、何とかこうという気持ちを私は言いたかったわけですよ。ですからね、そういうこ

とに対して、みんなにもアンケートとって聞かなくてはいかんよということを――それもそ

うなんですかね。まあ、あえて、そこまでしかきょうは言いません。 

次の問題に移りますけども。まだ充分ありますね。 

（モニター使用）歴史資料館の問題がありますけども、実は私は、先ほどもですけども、

もう大きく掲げてあります。右側、図書館の入口から左か右かわかりませんけども、私が見

たのは、この――ここから、始めたいと思います。実はこれ、教育長が挨拶してあります。

武雄の歴史について、武雄蘭学の世界ということで、実は太宰府の国立九州博物館で、実は、

佐賀のサイエンス、江戸のサイエンスの中で、本当にすばらしい武雄が持っている歴史的な

ものについても、いわばシンポジウムがありました。展覧会がありました。この映像につい

て、私は――これ、教育長の話は、後でまたお聞きしますけども、こういうふうにして、実

は――これは今、文化功労賞。多分この次は文化勲章をもらえる中野三敏さんですね。武雄

出身の方です。あの人が話をされました。川副さんです。立派な学者さんです、この方も。

武雄の人ですよ、武雄の図書館の。それから、これについての説明ですね。これ武雄の――

それからまた、武雄蘭学の偉人についても、いろいろ話がありました。このシンポジウムに

私も行きました。同時にですね、実は、九州博物館の４階には、中島宏さんの古武雄の世界

というんですかね、すばらしい陶芸の展示もあり、今度の機会にお見せしましょうか。これ

は、幕末のことですけども、ちょっと待ってくださいね。もっと前でしたね。 

これは、その中でずっとですね、実は武雄の図書館・資料館が新しくオープンされたとき

に、本当に５万も 10 万人もいっぱい人がみえたんですよね。それは確かにそのとおり。その

ときに、あのビデオ置き場じゃなくて、あの蘭学館ですね。この展示がもししてあったとす

ればよ、どれだけみんな、武雄はすばらしいなと思われたと思いますか。とにかくですね、



 

日本中の学者が、本当に、武雄に歴史資料館がなくなって、そういう形になったのは極めて

残念だという事を、口々におっしゃいました。笑うところじゃないですよ。来てないから、

あなた、聞いてないだけの話ですよ。私はちゃんと聞いて、もう感動して帰ってきたんです

から。そういうふうな状況ですね。これはですね、ずっと、こういう照明映像ですね。天球

儀、地球儀、いろいろあります。（発言する者あり）あなたが見えなかっただけです。 

◯議長（杉原豊喜君） 

やじには応酬しないで。質問を続けて。 

◯24 番（谷口攝久君）（続） 

こういうところ。これはですね、古武雄の展示です。ずっと一生懸命見てありますね。と

にかく４階は、古武雄の中島宏さんの人間国宝の展示とですね、同時に、武雄の蘭学のこと

で、本当に世界中の目がそこに集まっておるんじゃなかろうかという感じで、私たちは喜ん

で帰ってきました。こんなすばらしいものが、武雄にずっとあってるわけですよ。そういう

ものを、実は、――これは、サイエンス。これからがサイエンスですけども。これは天球儀、

地球儀とかそういうものですけども、こういうふうにしてすばらしいものを、国が用意して

くれたわけですね。そういう状況の中で、じゃあ、武雄である、武雄の蘭学館はどこいった

かっちゅうと、ビデオ屋になっとるわけですね。貸しビデオ屋になっている。 

そしてもう１つ、あれも問題があるとですよね。前は図書館が考えて、ビデオにしても、

ちゃんと一定の距離を置いて、映像を写すようにスクリーンで見せていました。ところが今

は、小さいタブレット端末に、目の前でこうして、子どもたちの目の健康は考えた……（発

言する者あり）本当ですよ。自分たちが子ども持ってみればわかるんですよ。みんな、距離

を離して本を読みなさいと言うじゃないですか。現実問題としては、こういう状況じゃない

っていうことを――ただね、確かに華やかで本も多いし、明るくていい図書館かはわかりま

せんけども、そういう配慮があってこそ、必要なことなんですよ、武雄図書館というのは。

子ども達のもんですからね、実際は。そういうことを考えて進めていかないかんではないか

と。そのために、訂正するんですね、対応するのが、もし手直しがあるとすれば、やってほ

しいと言うのが、議会での質問の主旨なんですよ。これらのことを、これは教育長が武雄の

すばらしいことを話されましたけれども、国立の九州博物館で、武雄のいわゆるサイエンス

の問題、歴史の問題がこれだけ取り上げられて、注目の的であったことについて、どういう

ふうにお考えですか。教育長の考えを聞きたい、賜りたいと思います。 

◯議長（杉原豊喜君） 

浦郷教育長 

◯浦郷教育長〔登壇〕 

７月７日までが、江戸のサイエンスの展示になっております。武雄蘭学の軌跡ということ

で、九州国立博物館での展示は初めてのことでもありますので、ぜひ機会があられる方はご



 

らんいただきたいというふうに思っております。 

確かに、シンポジウムがございまして、武雄蘭学について専門的な見地からいろんな御指

摘、それから研究の成果、大事さということを言われまして、武雄市の誇りとして、歴史と

いうものがあるというのは、市民の皆さん、共通する思いでありましょうし、図書館のリニ

ューアルに際しましても、この歴史資料についてはですね、特別な配慮をしてきたところで

もございます。特に、５日も言ったと思いますけれども、収集等、保存等、調査、研究等、

展示。この展示の部分については、なかなか再度見に行くとか、多くの方に日常的にごらん

いただくというような状態ではなかったという面があったのは事実であります。 

したがいまして、このあともですね、現在もそうですけれども、収集、調査、保存、研究

と、この分野についてはですね、これまでと一切変わってないわけであります。この歴史文

化を大事にしていくということは、今後も同様のことというふうに思っております。 

◯議長（杉原豊喜君） 

樋渡市長 

◯樋渡市長〔登壇〕 

もともと旧蘭学館で、九州国立博物館の、私も行きましたけれども、展示室のような個展

をするのはどだい無理であります。構造上無理であります。というのも、入った瞬間に大立

てのスクリーンがあって、かつ、いろいろな大砲があったりして、その大砲すらも、なかな

か運び出せない状況下の中で、あれをもし蘭学館でやるということであるとするならばね、

それは今言う話じゃなくて、もっと先に――少なくとも、僕が市長に就任させていただく前

にね、それはその議会できちんと判断をしてやるべきだったと思いますので、これはもう濡

れ衣だと私は思います。 

その中で私は、これも再三議会で、御議決を最終的には賜りましたけれども、やはりあの

場で――なんていうんですかね、歴史の展示物を、レプリカが多うございますけれども、あ

れを見せて、かつ、それで繰り返しリピーターになるというのは、それは不可能であります。

もう構造上に致命的な問題があります。ですので、今般、第１回で、いろんな武雄の蘭学の

世界は今、映し出されてますけれども、最初に武雄のことを紹介して、これは数字がもし出

てれば、ぜひ、教育委員会からも出してほしいんですけれども、多くの皆さんたちが図書館

に行く目的の１つとして、今の企画、蘭学展示室にお越し頂いてますので、我々とすれば、

十分に配慮しているつもりであります。あれを後生大事にするっていう、僕はその神経がよ

くわかりません、正直言って。やっぱり、来ていただくために、どうすればいいのかという

ことを知恵を絞るべきであると思いますし、それは、私は議会、あるいは私どもに課せられ

た役割であると思っております。 

もとより、私は市民の代表であります。議会も市民の代表でありますので、ではどうする

かという議論をしっかりすべきだというふうに思っております。そして、少なくとも私が知



 

る限り、これも今度のアンケートの主要なテーマになろうかと思います、ここの蘭学館の話

は。ただし、少なくとも私が知る限り、前のほうがよかったとおっしゃる方は皆無でありま

す。ですので、それも１つの声でしょう。ですので、それもいろんな皆さんたちの意見を聞

きながら、１年後、最初の総括をしていくものだというように理解をしております。私は市

民を信頼しております。 

○議長（杉原豊喜君） 

24 番谷口議員 

◯24 番（谷口攝久君）〔登壇〕 

私もですね、市民の声を代弁して言っています。だから、信頼は私もしていますよ。ただ

問題はね、私が申し上げているのは、例えばですよ、現在の状態のことを見たときに、本当

にあれだけの九州国立博物館で展示されたものが武雄にあるわけですから。ある物をね、せ

っかくそれをどれだけの、あれだけの人間が図書館に新しい人が見えたとすれば、そういう

方々に見せてやるだけのものが、建物としてはですよ、完全じゃないにしても、あるわけで

すよ。そういう中でなぜできなかったか、ということを、あえて申し上げたかったわけです

よ。そのときに市長は多分、最初は蘭学館とかそういうものは別と。確かにですね、契約書

の中には、歴史資料についてはですよ、「契約外」だと書いてありますよ、契約書の中に。私

ももらっていますから。しかし、ああいう蘭学館という形の中で、例えばですよ、「市立図書

館」と書いてありますけども。例えばですよ、あれをビデオの売り場――貸しビデオ屋とい

うものに使うための建物としては、私たちはみんな、つくってないんですよ。あれは、蘭学

館ですから、オランダかられんがも購入してですね、特別な思いを込めて、あの蘭学館をつ

くっているわけですよ。そしてまた、今、国立博物館で展示された物が、もしそっくり仮に

ですよ、そこに展示ができれば、ということになれば、どれだけがね、図書館に来た多くの

方々が喜んで、ああ、すばらしいなと。図書館もすばらしいけれども、武雄のいわゆる歴史

を、文化を大事にする気持ちに、非常に感動してもらえるのではなかろうかと、そういう気

持ちでいっぱいです。 

私が蘭学館の招待状をですね、いつかここでお見せしました。これについても文化交流展

についてもですよ、あの国立の博物館から御案内状をいただきました。それくらいですね、

私だけではなくて、多くの方々がですよ、そういう思いがあるんですよ。ですから、あと５

年間は契約中ですからね、別ですけれども。 

本当にどうしてもビデオの貸し場所がいるならば、その横のほうにつくったらいいじゃな

いですか。蘭学館を壊すとすると、また何億ってかかりますからね。それくらいの気持ちで、

１つ、もう１つですね、武雄の蘭学館とか歴史資料館の大事にする思いを、気持ちに変えて

ほしいと、いうふうな気持ちでおるわけです。 

次に移りますけれども、実はこれに関連いたしまして、この中ですね、ここに持ってまい



 

りました。江戸のサイエンス、武雄蘭学日本を動かす。日本の国を動かしたわけですよ。実

は、きょうはですよ、６月の 10 日ですね。皆さん御存じの方もあると思いますけれども、戊

辰戦争のときですよ。 

実は 10 日にですね、奥州に向かって再出発する――きょうなんですよ。きょうが、10 日

ですね、６月 10 日に。これは歴史の本に書いてありますからごらんください。きょうこそ記

念すべき日なんですよ。 

そしてですね、武雄の方が戊申戦争でですね、17 名から 18 名の武雄の、いわゆる兵隊、

兵士が亡くなりました。そういう方々のために、秋田からですよ、真心秋田ということで、

おいでいただきました。 

私は前の議会でも、秋田が全国的にもすばらしい教育の成果を上げていると。いわゆる国

立――国の試験の点数でも秋田が１番いいわけですけれども。どうしてだろうか、というこ

とをですね、教育長に質問いたしたことがございますけれども。しかし教育委員会としては

ですよ、今、秋田のほうに、なんといいますか、先生方を派遣してですね、向こうの教育の

やり方、それについて勉強しているということをですね、この間の歓迎式典でお話されまし

た。私は嬉しかったんですよ。とにかくですね、本当に先祖に感謝する気持ち。それからね、

そういう敬う気持ち、感謝する気持ち。それが、私は教育の中にあって初めてですね、すば

らしいものが、教育ができるんじゃなかろうかと、私なりの、そう考えてます。私なんかも

あまり、教育といわれると弱いほうではございますけれども。しかし、そういう思いの中で、

秋田の人たちはですね、普段がそういうものを大事にする風土、それが教育の効果があがっ

ているんじゃなかろうかと、私はそういう気がしますけれども。 

それは別といたしましても、そういう秋田の方々が本当にですよ。今度なんかこう、聞き

ますと、県の議長会も秋田のほうに行かれるというわけでございますけれども。本当に秋田

との交流は武雄から始まったと思っていいわけですから。そのとおり胸張ってですね、視察

をしてきてほしいという気がいたします。そういうふうな思いの中で、とにかく、蘭学の問

題、それから他にありますよね、「武雄軍団秋田を駆ける」という本があります。これをです

ね、書籍でいたしましたもんで、それでですね、これをあの武雄市の歴史資料館がですね、

発行しているわけですよ。これも武雄の歴史資料館も一緒になって発行しているんですよ。

武雄市の文化財もそうです。 

そして、古武雄についてはですね、いわゆる、これは中島宏さんの本ですけれども。実に

すばらしいですね。感動するよりすばらしいですよ。いっぱい武雄のことがあります。そう

いうふうな本等についてもですね、実は――九州の歴史資料館というのは、全国から集まっ

てくるんですよ。世界中から集まってくるんですよ。そこで１番光を放っているのは、武雄

のですよ、幕末の歴史であり、中島さんのそういうですね、丹念を込めたそういう努力なん

です。そういう――それはまた中島さんの他にもたくさんいらっしゃいます。そういうこと



 

を、支えている人がいらっしゃるから、武雄はすばらしいわけですから。そういうものをで

すね、見てもらえる場所が、ねえ、ちょっと――そりゃあ契約というのはしょうがないけれ

ども。いつの間にかそういうですね、なんといいますか、ビデオあれはよそに置いてもでき

るわけですから。そういうふうな形であるということが、私は残念だ、ということだけを申

し上げておきたいと思います。 

次に移りますが、あと 30 分ありますので、たっぷりやれますね。 

実は、住民訴訟の問題ですけれども。通告を出しておきましたけども。住民訴訟について

はですよ、私は、市長のブログですかね――考え方を書いてありましたけども。それはそれ

としてですね、何でそこはですよ、確かに訴訟の仕方とか方法とか、結果の問題は別として

ですね。住民訴訟そのものは、必ず一概に否定していなかったから、それ以上は私も――市

長の考え方はおかしいとは、あえて言いませんけれども。とにかく、市長がその考え方につ

いてですね、私は承っておきたいと思います、訴訟に。 

◯議長（杉原豊喜君） 

樋渡市長 

◯樋渡市長〔登壇〕 

ちょっと答弁に入ります前にね、図書館の手の問題――汚れたどうこうの話で、やっぱり

インターネットが入るといいですね。ユーストリームをごらんになられている方が、続々と

メッセージとかメールとか送っていただいて。 

その中で北方町にお住まいの方がね、「図書館の問題については、マナーの問題を勉強す

るのも図書館であり、汚れた手で本をさわるのは、マナーの問題であり、家庭教育、人間教

育の問題です、頑張れ」と、こう来ているんですね。ですので、いろんな声があって、確か

に、公共施設、なかんずく図書館というのは、やっぱりそういうマナーをきちんと学ぶ場だ

ということも、我々がきちんと認識をしなきゃいけないと思っていますので。これやっぱり

――議運の委員長さん、あるいはＩＴ委員会が中心となってね、こういうふうに入れてくだ

さってというのは、非常に開かれた議会としては、本当にありがたいと思っています。 

訴訟に関して申し上げますとね、基本的に住民訴訟は、憲法上の要請の国民の固有の権利

であります。これは何人とも、やっぱりそれは大切にしなきゃいけないし、住民訴訟を今の

改正法律で受けるのは首長である私になります。それは仕方ないということは思っておりま

す。 

ただし、住民訴訟には、いくつかの問題点があります。１つは、正確にはまた別途、どな

たかの答弁でお答えするかと思いますけれども。非常に安い単価で――住民訴訟を提起をで

きるということで、これは憲法学者等から濫訴に、さんずいべんの「濫」ですね。濫訴につ

ながる可能性、危険性があるということで、今回私も身をもって感じました。普通の民事で

ありますと、負けた方がその分を払わないといけないというのが原則であるのにもかかわら



 

ず、住民訴訟は――何万円かな、１万ちょっとですかね。１万 3,000 円でできるということ

になります。私どもも弁護士を立てないといけません、そうなってくると。職員も仕事をし

ていますし、職員も、かなり今回は取られましたけれども、そういう中で、その弁護士の費

用は、全て市費になります。これは交付税参入もありませんので、全く市民の手出しの税金

となります。 

その中で、例えば、市民病院の民間移譲に伴うてね、住民訴訟があったとすると、私がも

し是認できるとするならば、今回病院でこれだけの負担を市民に与えたというのであれば、

それは私もね――議会とともに、それは住民訴訟を受ける相手方としてなるというふうに思

うんです。 

今回、平野議員、江原議員がわざわざ記者会見まで同席されて、主導をされた住民訴訟に

ついて、最大の問題点は議決に加わった議員が、そこに議決に反するリコールを議会ではな

くて私にしたっていうことなんですよ。これは、あまりにもおかしい。 

リコールもそうなんですけれども、住民訴訟の場合はその弁護士、裁判費用がすべて市民

に帰着するということであったときに、私はこの場でも申し上げましたけれども、待ってか

らしてほしいと。要するに、なる前になんにも私は違法性とか、脱法性をあるんじゃない、

っていうことは言ったにもかかわらずね、それを――選挙目的か政治目的か、僕はわかりま

せんけれども。それで行うというのは、それは議員としての資格は僕はないと、思っていま

すので。そこは議員がそこに絡んでいくということについては、これは住民訴訟の持ち得る

権能としては最大おかしいところであると、思わざるを得ません。 

ですので、もしあの当時に住民訴訟をするとするならば、これは僕は逃げるわけじゃあり

ません。相手方、宛先は、あくまでも議決をしてくださった議会であるべきだと思います。

その上で、議会に割り勘して払ってくれと言うのであればね、それはわからんでもないし、

それは企画立案したのは私ですから、ワンオブゼムで割り勘プラス１というのであれば、そ

れは私も乗りますよ。 

しかも途中でころころ、ころころ、変えられました。営業権を持ってきたりとか、苦し紛

れで 21 億円が９億円になったりとかね。もう本当にこんなひどい住民訴訟というのは、もう

本当に僕は恥ずべき話だと思っていますので。これはね、平野議員さん、江原議員さん、本

当に深く反省をしてほしいとやっぱり思います。これは本当に思います。その上で、住民訴

訟、最後に私から答弁をいたしますけれども――やっぱりね、これは変えるべきときが来て

いると思います。 

これもう１つ、問題点がありましてね。住民訴訟の問題点は、もし最高裁まで行って――

今回ね、なぜかわからないけれども、やめちゃったわけですよ、あの人たちは。やめちゃっ

て、最高裁まで行くのが僕は筋だと思いますがね、もし行くんだったら。その途中で卑怯に

もやめたと。平野議員と江原議員は卑怯にもやめたということでありますが。それを、最高



 

裁で万が一、私が負けたってなったときも、これは議会が請求権の放棄っていう、議会の議

決事項があるんですね。したがって、議会が市民団体から、市民から出している請求権を放

棄をするという議決が、最高裁の判決にも出ましたけれども、それが一定容認されている状

況下の中ではね、それは住民訴訟としての権利としては、体をなしていないということにな

りますので。今回、佐賀新聞社さんがどれだけ書かれるかわかりませんけれども。やっぱり

ね、住民訴訟は自分たちの権利・手段として、96 条もそうなんですけども、国民がやっぱり

しっかり考える、大きなきっかけになるものだというふうに、私は認識をしております。 

こういう貴重な答弁の時間を与えてくださったことに、心より御礼を申し上げます。あり

がとうございます。 

◯議長（杉原豊喜君） 

24 番谷口議員 

◯24 番（谷口攝久君）〔登壇〕 

住民訴訟はですよ、執行部はね、私は訴訟提起があったときに、市長は市が出した予算案

には賛成しましたよ。受けて立ちなさいと、言いましたよ。それはなぜかというと、その請

求がいい、悪いの問題以前にですね、住民がですよ、なぜ、安いっておかしいですね、進退

してでも、そういう行政の代表である市長団に対しても請求できるかということをですね。

やはり、それくらいに行政というのはですよ、やっぱり市民の立場、そういうのをきちんと

考えた上でですね、市民の利益のためにやっぱりきちんとしとかないかんわけですから、請

求し裁判に訴えるってことはですね、決しておかしいことでもなんでもないわけですよ。 

ただ、結果がですよ、勝つか負けるかとか表現おかしゅうございますけども、そういう形

になってるだけのことであって。それをいかに、そのこと自体が濫訴に通じるとかっていう

形を、考え方をですね、行政の責任者が持つっていうことはいかがかなあという気が私はし

たから、それを聞いてるわけですよ。だから裁判の結果について、市が負担せないかんこと

については、私はどうせそこで、法で決まったことはですね、賛成だから、それは費用、こ

れだけ市がもたんにゃいかんというなら、普通その費用を出すことには賛成しますよ。だけ

ど、提訴するときの、費用も賛成はしましたよ。 

だけど問題は、住民の気持ちの中にそういう問題については、やっぱりこう行政もきちん

とわかって、市民のために頑張ってくれっていう思いが、裁判につながっているとすればで

すね、それはそれとして、それをいかに支援した議員が悪いとか、そういう人はやめなさい

とか、ブログで書くような内容のものかどうかということを、私は気にしたからそのことを

申し上げているだけです。だけど、そういうものの内容についてですね――そういう内容に

ついてはですよ、私は今申し上げたとおりです。１つも私は自分ではおかしくないと思って

いますから。 

ただ、当然ですよ、今後もそういう問題が実は起り得るとこもあるんですよ。それは武雄



 

のことって言いませんよ。いろんな問題の中で出てくるけん、やっぱり政治というのは、や

っぱり謙虚にして頑張らにゃいかんなというふうなことだと、私は思います。 

次に移ります。 

そこでですね。実はあの、今問題になっているのがですね、結局――住民訴訟のことはす

ごい今申し上げましたけども、ちょっと待ってくださいね。――市報のことですけども、市

報についてもですね、本当にユニークで。いやーこういうのが市報としてあったなあと思っ

てですね、感心して最近は拝見しています。 

ですけども、いろいろ市民の方々の中にはですね、確かに武雄市で頑張っている人のこと

をですね、応援していることを書いてあげるのはいいですよ。書いてあげるし、それが励み

になって、みんなが頑張ってもいいですけども。なんとなくですね、それに載らなかったお

店とか、そういうところの人はですね、なんとなく市役所まで不安にしてから、私たちが細々

とやっているのに関してはですね、なんかこう抵抗を感じる人もいらっしゃるような気もい

たしました。 

しかし、それは市の考え方で、本当に頑張っているところは、こんな頑張っているでしょ、

こんなにおいしいよ、すばらしいよということを言ってもらうのはこっちは結構なことだと

思いますけども。そういう既得権とは言いませんけども、それで小さくてもですね、頑張っ

ているお店もあるし、いろんな人もいらっしゃるわけですから、そこら辺についてはやはり

編集し、するときにはやっぱり配慮が必要じゃなかろうかという気がしますけども。考え違

いかわかりませんけど、一応、お答えをお願いしたいと思います。 

◯議長（杉原豊喜君） 

樋渡市長 

◯樋渡市長〔登壇〕 

これは私の造語であるんですけども、議員のおっしゃっていることは、いい悪いは別にし

て、横の公平性だと思うんです。ですので、ＡからＡＢＣＤ――Ｚまであったとすると、こ

れを全部載せなきゃいけないと。１つの中で、全部載せなきゃいけないというのが、僕は横

の公平性だと思うんです。ですが、これだと、全部は載っているけれども、じゃあどうすれ

ばいいのということが、最大の問題点であったということを思いますので、私は今度、縦の

公平性というのを、いろんな今――例えば一橋大学で講義をしたときとか、まあ今度京都大

学でもしますけれども、それを行政学にのっとってね、言おうと思っています。 

この縦の公平性というのは、ＡからＺっていうのを横に並べるんじゃなくて、縦に並べて

みようと。だから、今週は、今月号の市報は北方のかまくらが出てきたと、じゃあ来月は、

武雄市内のどこどこを出すと、再来月はどこどこを出すということになると、ＡからＺって

いうのは失われて――行政は継続性、永続性がありますので、その中で１回は入ってくると

いうことで、そこで私は公平性を担保していきたいというふうに思っています。どこのお店



 

を載せて、どこのお店を載せないというのを、恣意的に判断するということは、これは許さ

れないし、認められないことだと思いますので、それは順々に紹介をしていくと、いうこと

になろうかと思います。 

その結果、どういうことが起きているかというと、例えばかまくらさんでいうと、載せた

翌日。あそこは、玄関の改装でね、５日間休まれましたけれども、市報が配られたその翌日

オープンしたときに、もう麺が夕方で切れてしまったと。麺は伸びるより切れる方がいいと

言っていました。 

ですので、そういうことで、北九州であるとか、わざわざ福岡、あと大牟田かな、市報を

見て来ましたって。この市報は、単に市民だけでなくて、フェイスブックにも全文載せてい

ますので――今、500 部かな。何部かな、今、市外に郵送しているのは。こういうときは、

みんな後ろ向くんですね。それはまた、正確な数字は、どこかの機会でお答えしたいと思い

ますが、それをリアルな場で見る、あるいはフェイスブックで見て、それが今、どんどんそ

の人たちが来てくると。 

今まで載せたお店の中で、前年同月比で３から４割、売り上げが伸びているということも

ありますので、これは先ほども申し上げたように、ある店を載せて、載せない、というので

はなくて、やっぱりそれは順々に、丁寧に載せていくということで。 

今、おかげさまで、確かに最初ね、なんで私のところを載せてくれないんですかと言うお

店がありました。私がすごい親しくさせていただいているところもありましたけれども、そ

れは、例えば、お母さんのところのお店はね、こんな暑いときに載せるよりは、冬載せた方

が、またお客来ますよと言ったら、うふふ、そう、とかっていうふうに言っていましたので、

それはタイミングもあります。熱いものを出すところですので。それは、お店の方々の御要

望にも添ってね、出していければいいなというように思っていますので。しばらくは温かく

見守っていただければありがたいと、このように思っていますし、この市報のやり方によっ

て、論理的には、横の公平性から縦の公平性を打ち出すと。その１つの具体的なものとして、

市報を提示していますので、これについて今、賛否両論あるというのは、十分承知をしてい

ますが、今のところこれでいいと言う方々が、もっとしてねって言う方々が多うございます

ので、これは、そういった人たちの、市報を読んでくださる方々のお気持ちを大切にしたい

と、このように思っています。もちろん、お店の方々のお気持ちも大切にしますけれども、

より武雄市に来てくださるようにしてまいりたいと、このように考えております。 

◯議長（杉原豊喜君） 

24 番谷口議員 

◯24 番（谷口攝久君）〔登壇〕 

今の市報のいろんな紹介の件についてはですよ、私も今の説明は十分わかります。縦、横、

そういういろんな面で、とにかく全体をかさ上げしていくという形の中で、市報がお役に立



 

てればいいことですから、それについては、それ以上は申し上げません。ただね、そういう

考え、気持ちの方もいらっしゃるから、これについては、どう考えていらっしゃるかという

ことを、あえてお聞きするということを私たちの立場ですから、あえて申し上げたわけです。

それがいいとか悪いとかということよりも、そういうことがうんと生かされて、まち全体が

すばらしくなっていくことであれば、すばらしいことだと私は思ってますので、それを申し

上げました。 

それから、もう時間が５分しかありませんので、もう１点ですけれども。ちょっとすみま

せん、眼鏡をかけさせてください。 

観光と活力あるまちづくりの件でございますけれども。今、武雄温泉の楼門が、ああいう

ふうに復元――文化庁のあれで仕事が進んでおります。その中で、本当に１日も早くですね、

あのすばらしい姿を見せてほしいと。その間に今、佐賀新聞社さんを始め、いろんなところ

からですね、あの楼門をつくった、設計した辰野金吾さんのことで、いろんなことが、記事

が載って、そんなこともあったのかと。あの天井にはそういうことがあったのか、あるいは、

絵馬にはそういうことがあったのかと。みんなですね、記事が出る度に、武雄にすばらしい

ものがあることを感じておりました。 

そこで私はですね、実は春祭りがありましたときに、実はせっかくですからね、ああいう

武雄で大きなイベントがあって、しかも図書館でも人がいっぱいいらっしゃる、温泉にも行

かれる、みんな、あそこに泊まっているというときに、楼門のところがですね、いわゆる天

幕にかざされている状態で、あれなんやろかと言うて思っている人もいらっしゃるかわから

んからですね。せっかくであれば、あのいわゆる、あそこを建設している会社はですね、す

ばらしく、ああいう文化財の建設にはね、実績のあるすばらしい会社だそうです。清水建設

でしたかね。すばらしいところだと。それはそれとしていいんですけれども、ああいうふう

な大きな看板があそこにあるだけで、何がその中で行われているかわかるようにするために

は、なんとかして、今はですね、ビル全面が広告塔になって、写真でぱっと拡大したら、武

雄温泉の復元した状態の楼門の姿がきれいに映るように、それでもコストは変わらないでで

きるというようなことを、テレビでもやっておりましたけれども、そういうふうにしてもら

って、そして、工事をやっている、いつできるかというと、現実的にはですね、実は、いわ

ゆる予算がですね――今度、やっとまた追加する予算が通ったということで、実際は８月に

終わるのが、11 月までかかるかわからんという状況ですから。そんな、あと半年近く、そう

いうことがあるとすればね、あのまま、いわゆる覆いをしてあるよりも、復元したときのす

ばらしいあでやかな姿を、写真、映像にして貼ってもらったらどうだろうかということで話

をしたら、担当課としては、やはり温泉会社からの要請等がなければとございましたので、

私、温泉会社に行って、社長さんにも会いました。重役会議を開いてもらったりして、ぜひ

そういうことには、ということですけれども、現実問題として、清水建設も、とりあえずは



 

ですね、市が努力してもらって、報告だけをお待ちの間の何日間だけは、ちょっと少しずら

してもらって、写真でとりあえず掲示をしてもらったという格好になっていますけれども、

せっかくですから、その、今の技法を生かせば、温泉のすばらしいですね、楼門の姿が、も

う目の前にぱあっと全面に出てくるわけですから、その点については、検討していただく。

それが、１つの観光の――役立つじゃなかろうかと思いますので、市長の見解を承って質問

を終わりにしたいと思います。 

◯議長（杉原豊喜君） 

白濱教育部理事 

◯白濱教育部理事〔登壇〕 

重要文化財の武雄温泉楼門の保存修理事業でございますけれども、今２ヶ年事業というこ

とで、今、現在の計画では今年の８月末くらいまでの工事期間というふうに聞いております。

今おっしゃいましたように、この保存修理事業につきましてはですね、請負というか施工業

者といいますか、施工者の清水建設と及び発注者の温泉会社、それに施工管理をしている公

益法人の文建協というところとですね、県、それから市の文化財の担当者等が集まりまして、

週１回、定例会議のほうで、ずっと事業を進められております。ちょっと、工事用の幕とい

うのは、安全確保のためにされておりますけれども、今、御指摘の垂れ幕の件とかについて

も、その協議の中で決定されて事業を進めておりますので、御意見としては、その中で共有

されて、施工については武雄温泉株式会社がございますので、そちらのほうで進めていただ

くと、いうふうになっております。よろしくお願いします。 

◯議長（杉原豊喜君） 

24 番谷口議員 

◯24 番（谷口攝久君）〔登壇〕 

これで、私の質問を終わります。 

◯議長（杉原豊喜君） 

以上で 24 番谷口議員の質問を終了させていただきます。 


